
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
の
項
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
の
項
、
国
立
研
究
開
発
法
人

農
業
生
物
資
源
研
究
所
の
項
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
の
項
を
削
り
、
同
表
国
立
研
究
開
発

法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
水
産
資
源
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
セ
ン
タ
ー
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
（
以
下
「
機
構
」に
改
め
、

同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
セ
ン
タ
ー
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
セ
ン
タ
ー
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
セ
ン
タ
ー
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推

進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
十
四
号
及
び
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
四
及
び
二
十
五

削
除

別
表
第
一
第
二
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
八

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構

（
印
紙
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
文
書
名
の
欄
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
十
号
」
を
「
第
十
四
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、「
漁
業
災
害
補
償
法
」
の
下
に「（
昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）」を
加
え
る
。

（
種
苗
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開

発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
（
以
下
「
研
究
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
種

苗
管
理
セ
ン
タ
ー
」
を
「
研
究
機
構
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
」
を
「
研
究
機
構
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
見
出
し
中
「
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
又
は
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
」
を
「
研
究
機
構
等
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
」
を
「
研
究
機
構
」
に
、「「
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
」
を「「
研
究
機
構
等
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
又
は
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
」
を
「
研
究
機
構

等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）及
び
第
七
十
四
条
中
「
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
又
は
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
」を「
研

究
機
構
等
」
に
改
め
る
。

（
種
苗
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

前
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
種
苗
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

種
苗
法
」
と
い
う
。）第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
て

い
る
栽
培
試
験
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
種
苗
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
種
苗
法
」
と
い
う
。）第

十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
機
構
に
行
わ
せ
て
い
る
栽
培
試
験
と
み
な
す
。

２

施
行
日
前
に
旧
種
苗
法
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
に
行
わ

せ
た
栽
培
試
験
は
、
新
種
苗
法
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
機
構
に
行
わ
せ
た

栽
培
試
験
と
み
な
す
。

３

施
行
日
前
に
旧
種
苗
法
第
十
五
条
第
五
項
（
旧
種
苗
法
第
四
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
り
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
が
依
頼
し
た
栽
培
試
験
は
、
新
種
苗
法
第
十
五
条
第
五
項
（
新
種
苗
法
第
四
十

七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
研
究
機
構
が
依
頼
し
た
栽
培
試
験
と
み
な
す
。

（
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
中「（
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
又
は
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研

究
・
教
育
機
構
」
を
加
え
る
。

（
食
品
安
全
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
、
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）

第
十
三
条
第
一
項
」
を
削
り
、「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産

研
究
・
教
育
機
構
法
」
に
、「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研

究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・

食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
、
独

立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、「
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
国
立

研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
」
に
改
め

る
。

（
平
成
十
八
年
整
備
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
三
項
中
「
引
き
続
き
当
該
施
行
日
後
の
研
究
機
構
等
」
の
下
に「（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食

品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
整
備
法
」
と
い
う
。）第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九

号
）
第
二
条
の
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
、

平
成
二
十
七
年
整
備
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究

所
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
際
農

林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
並
び
に
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
を
含
む
。以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
加
え
る
。

附
則
第
五
条
中
「
独
立
行
政
法
人
農
業
者
大
学
校
」
を
「
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

農
業
者
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
」
に
、「
及
び
独

立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
独
立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー
及
び
独

立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
」
に
、「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ

ン
タ
ー
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・

教
育
機
構
」に
改
め
、「
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
の
、

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

の
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究

所
の
」
を
削
る
。
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